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叢

， 

勺
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言告す

筑
六
十
傘

第
一
・
=
・
草
貌
(
岨
曲
師
晶
胃
且
措
晶
明
)

昭
和
二
十
年
三
月
後
行

〆、
昭
和
十
七
年
度

昭
和
十
九
年
度

昭
和
十
丸
年
虚

昭
和
二
+
年
、
度

J

停
六
十
巻

大
官
民

L

亜
戦
争
下
回

ι

国
家
尉
世

大
東
亜
戦
時
す
下

の
園
家
財
政• 

~汐

見

l 郎

昭
和
十
三
年
度
に
支
那
事
裂
が
材
致
し
て
か
ら
我
が
同
家
財
政
は
念
速
度
で
膨
脹
し
昭
和
一
十
六
年
度
に
大
東
亜
戦
争
に
進
展
す
る

に
伶
び
篠
々
を
の
速
度
を
強
め
て
ゐ
る
。
同
時
に
岡
家
財
政
の
内
容
が
戦
争
中
心
に
移
行
し
て
ゐ
る
と
と
は
云
ふ
ま
で
も
た
い
。
問

題
を
一
般
合
計
忙
限
引
昭
和
ナ
一
一
年
度
よ
り
昭
和
三
十
年
度
ま
で
の
歳
出
綿
額
を
翻
査
し
て
弐
白
表
を
得
た
の
で
あ
る
。

J

向
ほ
昭
和

十
λ
年
度
ま
で
は
決
算
の
数
字
量
γ

と
り
昭
和
十
九
年
度
と
昭
和
三
十
年
度
と
は
抽
出
算
回
数
字
陀
J
る
己
正
と
し
た
白

俸
「
京
一
般
合
計
歳
出
白
鑓
謀

歳

出

納

調

指

組

{

一

一一、七
O
丸、
-
E
七
、
四
六
七
一

0
0
4
一

三
」
一
凡
凡
、
O
二
九
、
O
四

一

一

二

一

一

-
四
、
四
九
=
月
八
=
二
一
一
、
四
一
九
一
一
六
六
九

絹
十
匹
、
凡
六
O
、?一一=1一一一五五

J

ヘ}一一ムハ

八
、
一
三
一
、
凡
均
一
ユ
一
豆
汁
¥
-
一

5
0

昭
和
+
ニ
年
度

昭
和
十
三
年
度

昭
和
十
四
半
庭

昭
和
十
五
年
度

昭
和
十
六
年
度

第

地
去
八
年
間
の
戦
時
財
政

守、

刈.、

第
-
、
こ
、
一
一
二
揖

O 凡四三指
六 O 式 O
八六三五% 数
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大
東
亜
戦
争
下
電
岡
家
財
政

j

k

コ

昭
，
和
十
二
牟
庇
の
歳
出
楓
額
二
十
七
億
固
と

0
0
)
が
、
暗
和
十
六
年
度
比
比
三
倍
し
て

A
f
一
億
閤
(
=
δ
O
}
に
上
h
V
4

昭
和
十

九
年
度
に
一
ほ
八
倍

t
て
二
百

f
ん
億
国
文
。
六
)
と
な
り
、
更
に
昭
和
二
干
年
度
化
出
十
億
の
ニ
若
八
十
九
億
闘
士

G
六
八
)
民
上
9

J

て
ゐ
る
。
併
し
己
批
ほ
一
般
合
計
白
歳
出
を
示
ず
に
止
ま
り
儲
時
軍
事
費
特
別
合
計
左
始
め
各
稲
田
特
別
合
計
の
歳
出
を
併
せ
考
へ

も
と
歳
附
締
帽
酬
は
著
↓
〈
増
加
す
る
白
で
あ
る
。
試
み
に
議
算
数
字
に
よ
り
、
「
}
般
合
同
訓
唱
団
算
」
べ
巴
「
臨
時
軍
事
費
特
別
脅
計
張
算
』

/
と
汁
一
般
合
計
暗
闇
算
ム
一
臨
時
軍
事
費
特
別
命
計
強
算
と
の
純
計
」
と
内
一
股
舎
討
致
算
と
特
別
合
計
強
算
と
白
一
純
計
」
と
「
一
一
般
合
計
諜

J

~

F

局

算
と
臨
時
軍
事
資
特
別
合
討
議
算
と
の
純
討
に
針
?
る
軍
事
授
の
割
合
L

を
一
期
ナ
ム
」
、
第
一
一
表
を
得
る
D
で
あ
る
。
但
七
第
一
表
。

ノ
歳
問
綿
額
は
昭
和
十
九
、
二
一
十
白
周
年
度
を
除
雪
総
て
決
算
数
序
で
あ
る
か
ら
第
三
表
の
お
一
般
合
計
歳
出
暗
闇
算
の
敷
宰
と
一
致
し
法

い
り
は
必
む
を
得
た
い
所
で
あ
る
J

/

傍

こ

表

. 

ベ日

F 

昭
和
十
ご
年
度

昭
和
小
三
年
度

昭
和
+
四
年
度

昭
和
十
五
年
度

昭
和
干
古
年
度

昭
和
十
均
年
度

昭
和
十
九
年
度
~

昭
和
一
ず
九
年
度

4

昭
和
ニ
+
子
良
一

一
般
合
計
及
特
別
曾
計
の
飽
出
暗
闇
算
白
鑓
遅

A

ロ
〉
臨
時
軍
事
費

(
A
V
同
上
田
中
で
(
こ
一

困
畑
町
財
部

m
借

入

算

ル

鼠

特
別
曾
計
輩
算
金
}
陪
土
る
も
白
特
一
応
倒

(
百
前
向
闘
》
(
百
縄
問
)
回
純
計
{
百

-

Z
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t
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2
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口
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唱
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口

口

口
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き

国
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八
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晶

、

口

口

口

-

口

車

、

会

宅

(
イ
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一
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骨
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暗
闇

算
h

〔
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岡
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E
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第
二
寓
で
は
常
民
(
イ
v
b
数
字
の
一
般
合
計
歳
出
だ
け
を
示
、
L
穴
白
で
あ
っ
た
が
い
底
〈
国
家
財
政
白
歳
出
と
云
エ
己
と
と
伝
5

p
h第
三
表
忙
掲
げ
た
如
〈
A

イ
)
の
数
字
の
外
に
、
臨
時
軍
高
費
持
別
合
計

a
n
l
o数
字
、
(
イ
)
'
法
〈
こ
を
考
鳳
じ
た
h

z

)

の
数

字
J

A

イ
)
L』
(
"
と
の
外
一
に
他
の
特
別
合
計
を
考
慮
し
た
(
ホ
)
の
数
字
を
鼎
げ
る
こ
と
が
向
来
る
。
研
究
闘
の
目
的
に
よ
り
用
ゐ
呂
敷
字

を
異
に
す
る
ひ
で
討
っ
て
、
歳
舟
の
砂
一
燥
を
論

T
O
E百
っ
て
も
慎
重
な
る
吟
味
を
加
へ
る
必
裂
が
あ
る
。
、
，
日

他
の
特
別
命
討
は
暫
〈
志
土
措
き
、
(
エ
)
の
数
字
削
ち
「
臨
時
年
暮
費
特
別
合
計
抽
出
算
と
一
般
合

ι
計
抽
出
弊
と
白
純
計
」
乞
見
た
だ
け

ち
も
J

昭
和
ム
ト
ム
一
年
度
の
五
十
五
億
閏
よ
砂
昭
和
す
六
年
度
の
百
九
十
ご
億
闘
と
な
り
、
、
昭
和
十
九
年
度
の
七
百
一
七
十
五
億
園
、
昭

一
和
二
十
年
度
の
千
三
十
八
億
園
比
土
う
で
ゐ
る
。
勿
論
、
(
ロ
)
白
臨
時
軍
事
由
貿
特
別
脅
計
の
中
に
は
国
外
財
源
に
属
す
る
H

A

U

O

紙
、

，
入
金
を
合
ん
で
ゐ
る
一
か
ら
、
~
園
内
財
源
開
係
の
み
を
考
慮
す
る
と
き
に
は
(
ロ
)
回
数
字

iλ
と
の
数
字
を
控
除
せ
ね
ば
在
高
司

「
一
般
曾
計
数
算
〆
と
蜘
持
軍
事
費
特
別
合
計
珠
算
、
と
の
純
計
」

E
却
す
る
軍
事
費
一
白
占
め
る
割
合
国
句
会
)
の
撒
字
は
昭
和
土
一
年

度
白
さ

7
2
一
%
ま
り
昭
和
十
宮
署
七
六
・
五
%
と
号
、
昭
和
十
九
、
二
十
年
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ
八
三
五
、
竺
・
丸
管

f

一
，
上
っ
て
ゐ
お
P

戦
時
財
政
の
色
彩
が
年
を
逐
ひ
浪
厚
に
た
ヨ
て
ゐ
る
白
を
知
る
の
で
あ
る
。
丸

一
昭
和
主
一
年
度
:
り
昭
和
十
九
年
去
に
至
る
過
去
A
年
聞
の
我
園
白
財
汲
を
見
る
に
昭
和
十
丸
年
度
比
飛
躍
的
に
一
増
し
更
に
一
附
和

ノ
一
二
十
位
度
に
ゆ
戦
時
併
政
由
特
色
が
一
居
住
鮮
明
に
現
は
れ
て
ゐ
る
、
併
し
晴
利
二
十
年
度
の
財
政
白
途
行

κ営
つ
で
は
種
々
の
事

i

将一

ρ
突
避
が
拍
隅
想
せ
ら
れ
る
白
ん
で
あ
っ
て
、
現
箕
白
財
政
は
必
4
1
じ
も
換
算
に
示
さ
れ
だ
軌
道
を
踏
む
と
は
限
ら
怪
い
q
一
例
を
あ
-

ぐ
れ
ば
歳
小
人
面
臨
戦
時
災
害
副
税
誠
亮
訟
に
」
よ
る
租
税
の
減
免
が
行
は
れ
更
に
戦
時
緊
急
指
置
法
に
暴
〈
挽
制
白
調
r
略化
kvι
る
影
〆

響
を
考
ふ
ベ
〈
、
茎
嵐
山
民
百
叫
に
戦
時
災
害
関
係
由
経
費
由
支
出
が
加
は
耳
J
?
ゐ
る
。
故
巨
大
東
亜
戦
争
下
の
我
国
財
政
の
最
近
の
特
〆

:

質
hz
知
る
た
め
忙
は
昭
和
二
十
年
頭
算
上
H
も
寧
る
一
叫
和
ナ
九
年
度
強
算
を
研
究
す
る
方
が
趨
切
で
あ
る
。
己
主
民
昭
和
十
丸
年
度

、J

一

・

大

東

翠

翠

ア

下

由

一

岡

家

財

政

一

第

六

rf
盆

〆

〕

一

一

一

-

一

一

、-. 
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第
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〆

、

グι
一

y 

大
東
亜
職
事
中
由
岡
山
品
目
咽
融
$

r
d
F
 

、
財
政
を
め
一
p
h
7
、
共
の
歳
出
而
と
歳
入
商
と
に
つ
吉
検
討
を
試
み
る
。

一
第
六
十
巻

第
一
、
二
、
毘
磁

rl~l 

四

第
二

昭
和
十
九
年
度
の
歳
出

昭
和
十
九
年
度
数
算
は
第
八
十
四
回
帝
凶
議
舎
と
第
八
卜
五
岡
帝
閣
議
舎
と
第
八
十
六
向
指
同
議
曾
と
の
さ
議
舎
に

b
た
り
協
賛

h
司

時

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
議
算
成
立
の
順
序
を
遁
引
い
綿
油
開
算
と
特
別
措
胤
算
と
に
つ
吉
本
換
算
ど
遁
加
暗
闇
第
と
の
聞
係
在
一
示
す
と
次
の
如
〈
♂

あ
る
nz

拘
ほ
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
換
算
に
壮
昭
和
十
九
年
度

ι正
確
に
該
首
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
《
第
ん
十
四
同
帝
閣
議
合
ム
」

第
一
八
十
五
回
帝
嗣
議
合
と
や
協
賛
也
ち
札
た
も
白
佐
官
賞
土
昭
和
十
九
年
度
分
と

ιで
計

上

し

た

の

で

あ

る

。

ィ

-

公

布

年

月

日

i

，

「

本

珠

算

ゾ

昭

和

十

九

年

二

月

十

五

日

¥

¥

『

般

合

計

士

追

加

融

算

第

一

蹴

一

昭

和

十

丸

年

二

月

十

五

日

一

「

迫

加

珠

算

悌

二

親

昭

和

十

九

年

二

月

十

五

日

、

-

『

本

理

算

J
F

昭
和
千
九
年
二
月
十
五

H

F

停
孔
十
四
恒
常
闘
議
合
(
詔
常
識
合
}
由
協
賛
を
;
る
ー
も
ヱ
特
別
愈
計
一
週
加
翠
蒜
第
一
抗
野
刊
十
九
年
一
五
十
五
日
.

十

「

誼

制

強

算

枠

第

一

戸

焼

ふ

ぽ

昭

和

十

丸

年

二

月

十

五

日

ー

¥
/
臨
時
算
事
費
特
別
舎
計
〈
暗
闇
算
過
加
臨
第
一
一
窓
昭
和
宇
九
年
乙
月
十
一
五
回
一

円
臨
時
軍
事
費
特
別
骨
計
〈
珠
算
温
加
臨
紫
一
蹴
)
昭
和
十
九
半
北
月
+
一
一
日
動

i

傍
八
干
手
同
帝
困
議
合
〈
臨
時
議
骨
同
)
白
協
賛
を
へ
た
る
も
白
-
一
般
舎
一
計
{
迫
加
盟
算
努
一
揖
昭
和
十
九
年
九
月
十
五
日

戸
特
別
曾
弘
前
{
諮
加
珠
算
特
俸
-
腕
、
'
昭
和
十
九
年
丸

H
十
五
日

?
L温

加
盟
算
第
一
誠
湘
和
一
一
五
二
月
十
五
日
-

1

一一E

{

遁
加
斑
算
第
二
椀
.
昭
和
二
十
年
三
月
ニ
ボ
七
日

計
{
温
加
強
算
特
策
一
一
瞬
昭
和
二
十
年
ご
月
十
丑
日

4

j
u
e
 

停
A 
十

ノ、

岡
帝
闘
議
合

調
常
議
官

<J) 

協
賛
Eと

た
る

一事
院二，

一特一

〆 ~U'_111占

舎
w 

議終



昭
和
十
九
年
度
の
戯
向
総
珠
算
は
、
本
漁
算
が
百
五
十
四
億
千
五
百
飴
寓
園
で
あ
っ
て
ダ
八
十
四
岡
帝
闘
議
舎
で
協
賛
せ
ら
れ
、

遁
加
碧
芸
第
八
十
四
問
、
第
八
十
瓦
問
、
第
八
十
六
同
の
帝
図
議
舎
で
協
軸
主
人
託
、
塗
部
JF討
す
る
と
ニ
百
十
八
億
三
千
八
耳

正
、
徐
寓
闘
に
上
っ
て
ゐ
る
。
未
曾
有
由
大
抽
出
算
E
稀
せ

ιれ
た
昭
和
十
八
年
度
の
百
四
す
阿
倍
五
千
九
百
飴
寓
闘
激
算
に
比
L
じ
十
三
一

v

n

億
七
千
先
瓦
飴
商
闘
を
増
し
割
合
か
ら
云
う
で
五
割
増
と
在
っ
て
ゐ
る
。
一

先
づ
龍
一
算
の
形
式
を
見
る
に
、
本
噛
胤
算
比
比
し
泊
加
謀
算
が
多
額
を
占
め
て
ゐ
昂
亡
と
を
注
意
せ
ね
ぽ
紅
色
血
。
邸
ち
木
暗
闇
第
百
今

、
五
十
四
億
千
五
百
徐
高
聞
に
謝

ι迫
口
町
時
胤
纂
が
六
十
四
億
一
~
一
千
二
官
僚
寓
固
に
上
っ
て
ゐ
る
-
。
従
っ
て
昭
和
十
九
年
度
歳
出
強
算
ご

百
十
八
億
一
一
一
千
八
百
餓
寓
園
の
中
で
本
務
第
が
七
割
一
分
迫
加
換
算
が
二
割
九
分
を
占
め
て
ゐ
喝
。
昭
和
十
九
年
度
珠
算
を
木
議
算

と
迫
加
強
算
と
に
日
分
類
す
る
と
第
=
玉
試
を
得
る
の
で
あ
る
る
術
限
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
の
泡
加
強
算
は
第
人
十
四
回
帝
国
議
合
に

一
三
百
八
十
億
聞
、
第
八
十
五
同
情
箇
議
舎
に
二
百
五
十
億
圏
、
合
計
六
百
一
三
十
億
闘
に
上
っ
て
ゐ
る
。

、一、

〆

〆

一

停

三

宏

昭

和

十

丸

山

崎

医

理

一

鮮

の

内

部

‘

。

本

、

拍

車

算

乍

一

言

(

凡

十

月

議

官

)

円

、
担
常
人
、
五
三
、
霊
口
、
A

一戸

「
歳
入
占
臨
時
肉
、
A
A
-
-
J
一入、古量

一

f

計

一

五

d
豆
、
突

A

問、歪占

糖

珠

算

よ

一

一
一
志
向
常
、
唱
、
同
一
宍
北
九
回
、
主
人

ム
蔵
田
占
臨
時
晶
、
完
屯
、
急
回
パ
元

戸
計
一
耳
、
同
一
旦
、
突
先
五
君

臨
時
寧
事
演
時
肌
曾
計
諌
晶
子
月

大
東
亜
職
争
ド
町
一
醐
家
尉
政
均
一

V
4
 

-
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ぜ
も
…

山百戸

ヤ、一‘

大

童

書

下

回

岡

家

財

静

土

ハ

十

倍

六

六

ー
~
市
一
川

、
抗

K
詑
目
ず
ベ
曹
は
白
肉
費
K
卦

L
て
議
務
費
目
増
加
し
た
と
と
で
あ
る
。
戦
時
下
で
あ
る
か
ら
臨
時
軍
事
費
特
別
室
計
一
明
金
額

}
六
百
=
一
十
他
国
が
義
務
費
に
託
い
特
質
を
帯
び
て
ゐ
る
E
l
p
」
ほ
云
ム
去
で
も
潅
い
。
阿
砲
を
一
般
合
計
忙
限
つ
で
も
義
務
費
民
局
す

る
も
の
と
し
℃
地
方
分
興
税
分
興
金
特
別
合
計
へ
冶
繰
入
(
克
俵
百
六
十
、
一
一
一
高
岡
可
年
金
及
び
恩
給
(
王
億
方
千
八
百
三
ナ
一
苦
闘
で
闘
国
内

二
原
校
教
員
控
器
禁
(
一
億
千
五
百
丸
十
三
高
恵
、
軍
事
扶
助
費
(
一
億
四
千
五
百
九
ヂ
ヨ
高
圃
)
主
が
去
が
、
世
情
務
費
の
中
で
舗
に
ト

金
額
の
大
た
の
ほ
臨
時
軍
事
費
持
別
合
計
へ
の
繰
入
金
(
七
千
二
億
五
宵
六
十
凶
高
岡
)
と
図
俵
費
(
号
土
一
一
億
六
千
四
百
ニ
一
十
コ
高
岡
)
と
岡

/
也
事
備
全
一
一
土
億
四
千
草
ど
で
ま
。
風
庫
設
備
白
番
和
十
八

E
D十
五
億
八
手
寓
闘

t
u昭
和
十
九
年
長
田
二
十
一
億

一
四
千
寓
国
に
一
増
じ
交
の
に
は
著
包
い
礎
化
で
あ
凶
。
ァ
棋
戦
財
政
次
於
て
は
一
課
算
編
成
の
際
は
穣
期
し
符
た
か
守
党
事
鮮
が
弐
ぎ
か
ら

~
占
叫
雪
~
と
趨
り
勝
ち
で
あ
る
か
ら
、
強
備
費
島
問
噛
品
目
冊
舎
を
も
つ
で
不
耐
の
歳
出
負
婚
に
そ
危
べ
用
調
「
殻
算
、
の
機
動
性
」
を
興
へ

る
必
要
が
砂
る
吋

E
弘
考
へ
で
見
Z
と
七
百
七
十
五
億
闘
の
珠
算
純
計
主
E
-つ
で
も
経
費
の
砕
ん
と
全
部
を
義
務
費
が
占
め
、
議
舎

が

自

由

民

議

定

薬

品

費

量

由

民

七

十

億

図

書

宅

金

槌

白

一

製

立

あ

る

白

で

あ

る

ロ

プ

~

J

J

第
三
社
第
二
と
少
し
が
揚
が
か
は
る
が
、
移
一
開
的
粧
費
が
相
官
民
多
額
し
に
上
n
y
芯
司
自
で
る
と
と
を
場
げ

EMた
ら
h
H
1

移
鞠
曲
川
経
費

の
代
表
的
の
弘
の
と
じ
て
一
図
償
費
、
年
金
及
一
恩
給
、
制
助
費
が
約
九
十
億
困
白

E
額
に
上
ん
っ
て
ゐ
る
。
移
耐
抑
的
経
費
は
消
策
的
経
費

ぺ
己
性
質
を
英
一
忙
し
物
資
狩
カ
の
直
接
の
裏
品
川
け
色
必
裂
と
せ
ポ
共
の
園
民
経

J

怖
に
及
ぼ
す
影
響
を
異
忙
し
ぜ
て
お
そ

，
歳
出
、
喰
算
を
所
管
各
省
別
空
軍

L
第
四
表
を
作
製
L
た
の
で
お
る
。
皇
室
費
、
陸
軍
省
費
、
海
軍
省
曲
目
は
経
常
部
歳
出
の
み
が
る

n
J

℃
臨
時
都
競
刊
が
計
上
ぜ
ら
h
w
T一
一
ゐ
た
い
が
、
初
一
の
各
俗
白
粧
費
ぽ
経
常
溺
と
臨
時
部
と
も
同
方
阻
ま
た
が
う
て
ゐ
る
。
弐
の
如

〈
で
あ
る
o

a

-

-

錦
で
よ
一
、
=
一
腕

. 4レ

、

第

ILq私

表

昭
和
十
お
年
鹿
紬
預
算
の
所
管
別
応
較

， 

、



，、

• 

陥T

ιの 〆.

，，' 

所

管

別

経

常

部

時

都

-

合

計

田

川

前

阿

国

川

d

皇

室

費

J

回
4
5口
、

ロ

ロ

ロ

己

国

詰

口

口

、

白

白

日

外

務

省

一

一

五

三

園

、

呈

回

昔

、

し

室

内

、

天

品

川

史

、

主

口

三

=

型

、
肉
~
務
~
省
・
守
口
間
口
、
園
口
口
、
思
」
ペ
イ
均
一
、
ロ
室
、
三
口
一
、
金
一
、
回
明
示
、
口
八
八

大
J

蔵

省

J

耳
、
宮
二
、
問
囲
内
、
宅
内
也
、
七
昔
、
凡
ロ
セ
天
理
一
昌
三
人
間
、
里
貞
、
四
三

陸

軍

守

管

ノ

宅

占

J

凡

量

一

J

口

内

宅

、

v金亘

海

軍

省

一

、

呈

=

、

-

一

宮

一

一

古

一

、

=

=

、

=

呈

司

法

J

省

1

音、四団

42一
昌
一
問
、
さ
入
、
宝
凡
)
合
、
室
A
J回
戸
戸

文

部

省

一

呈

Z
J
吾、
S

E

t

-

一
室
、
章
一
、
空
A

同
会
兵
室
温
一
A

-

厚

生

省

イ

f

い
一
会
、
き
也
、
口
一
-
一
一
三
人
γ
究
晶
、
正
男
“
耳
石
、
E

一
向
、
美
:

，F
7

-

F

大
東
亜
省
‘
充
、
里
山
、
き
口
，
札
固
一
言
、
一
ん
曲
、
口
完
克
一
、
さ
ん
、
吉
山

農

商

省

γ

v

一
一
五
、
書
円
六
、
回
発
¥
ニ
、
一
ご
、
合
主
、
園
芸
「
戸
、
昌
石
、
主
一
、
空
一

軍

需

。

省

1

司
一
口
、
空
官
、
三
五
、
一
、
妻
、
ん
表
、
=
会
一
£
豆
、
占
麦
、
莞
h
i

運

輸

詔

信

省

、

九

一

角

4
一
円
、
占
四
国
ぃ
一
一
均
九
霊
園
、
-
宅
〆

A
Z
J
吾
、
主
一

-

〆

計

一

一

ぺ

一

主

、

-Z向
、
皇
内
一
一
己
よ
豆
、
空
E

、
ニ
向
口
三
A
Z
〈、幸一一回、吾一一向

か
〈
で
楓
珠
算
を
太
小
か
順
に
各
省
測
に
配
列

Tof左
大
賊
省
【
百
三
十
一
二
億

ι一
千
六
百
四
十
四
寓
閏
)
べ
農
担
問
(
ニ
+
ご
pf

山
↓
一
中
占
百
七

ヤ
七
両
閏
)
、
軍
一
需
省
勺
(
十
丸
山
個
四
千
一
一
一
百
七
十
年
五
斑
恩
、
内
務
省
宇
八
億
一
二
『
百
四
十
四
一
時
間
}
を
築
頭
に
し
て
余
績
の
最
も
少
い
の
は
海

軍
九
省
(
百
十
五
一
品
圃
)
と
一
陸
軍
省
尖
十
七
寓
思
ム
」

j

一
で
あ
る
1

大
蔵
省
所
管
。
経
費
の
使
途
町
一
最
も
夫
伝
る
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
ヘ
一

.

今

・

春

一

一

の
線
入
金
・
吋
十
二
億
五
百
六
十
四
寓
圏
!
と
閥
債
費
三
十
=
一
億
六
千
四
百
二
十
二
寓
園
マ
飾
品
。
陸
軍
省
、
海
軍
省
の
経
費
の
少
い
の
、

除
、
経
資
白
殆
ん
主
全
部
が
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計

I
h支
出
せ
ん
れ
~
般
合
計
ふ
は
玲
-
ん
ど
聞
係
が
品
は
か
ら
で

b
る
嘩
従
っ
て
ミ

一
般
企
討
の
各
省
別
経
費
比
ょ
っ
で
古
田
味
財
政
の
一
一
作
部
分

ι停
《
る
に
止
ま
る
。

E
A
に
特
別
命
計
特
K
臨
時
軍
事
費
特
別
曾

七
停
一
、
二
、
一
一
日
続
一
七

¥、

， 

1， 

相・

、
、、

、
〆、言

犬
家
班
職
争
下
回
凶
家
肘
政
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大

東

亜

戦

事

下

の

岡

家

財

政

第

一

」

一

、

=

一

線

〆

計
量
研
究
す
ー
る
必
要
が
生
や
る
の
で
あ
る
冶

M

昭
和
沖
八
毎
度
比
一
於
て
は
「
般
合
計
し
が
一
托
し
て
特
別
合
計
が
闘
し
十
告
に
上
り
、
そ
れ
に
年
度
の
回
分
一
お
き
臨
時
主
品
開
特
別
禽

誌
と
特
殊
が
礎
資
金
特
別
合
計
と
を
加
へ
r
q
と
合
計
五
十
町
一
合
計
が
存
在

L
て
ゐ
た
。
日
か
る
陀
昭
和
十
九
年
涯
に
外
て
は
一
回
寸

般
合
計
の
外
民
三
十
九
四
一
特
別
合
計
が
あ
り
♂
そ
れ
陀
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
と
特
殊
財
捧
資
金
特
別
品
開
討
官
お
一
ニ
つ
が
加
は
り
合

計
す
る
と
四
十
二
の
一
合
計
が
脊
ず
為
替
で
あ
る
。
一
般
脅
計
と
一
一
一
ナ
丸
の
特
別
合
計
止
の
歳
間
預
算
の
綿
額
を
週
討
す
れ
ぽ
非
常
一
ゆ

E
翻
K
上
る
が
、
呉
市
山
中
よ
り
重
範
て
る
額
島
岡
債
借
換
償
還
腐
と
を
除
い
て
強
算
の
純
計
を
求
む
ペ
〈
、
更

E
L陀
臨
時
軍
事
費
、

特
殊
財
芹
安
食
白
雨
品
開
討
に
於
け
る
新
規
計
上
劉
を
共
の
年
度
の
換
算
額
と
し
て
加
算
し
一
俄
純
計
を
求
め
る
己
正
か
由
来
Z
。

次
民
一
般
合
計
と
閥
時
軍
事
費
特
別
合
計
ム
」
の
純
計
を
見
る
。
先
ヴ
一
般
脅
計
陀
つ
い
て
見
る
に
昭
和
4
1

八
年
度
比
於
て

E
四
十
J

画
儲
五
千
九
百
九
十
一
寓
闘
で
あ
っ
た
D
が
昭
和
十
九
年
度
に
は
三
百
十
八
億
三
千
八
百
三
十
二
高
固
に
増
し
で
ゐ
活
。
臨
時
軍
事

費
特
別
合
計
は
二
百
七
十
億
時
よ
り
六
百
コ
干
億
間
医
増
し
て
ゐ
る
。
一
般
合
計
主
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
と
‘
の
純
計
は
、
昭
和
ム
ト

八
年
度
D
一
ニ
百
七
十
一
億
三
千
九
百
寓
閤
よ
り
昭
和
女
九
年
度
の
七
百
七
す
瓦
億
二
百
寓
聞
に
埼
L
て
ゐ
る
。
岡
氏
。
財
政
負
捲
を

研
究
す
る
陀
は
J

一
一
般
合
計
特
別
脅
計
通
巳
て
の
純
計
よ
)
り
も
寧
ら
一
般
品
開
計
と
臨
時
軍
事
費
特
別
脅
計
と
の
純
す
の
数
字
の
方
が
F

」

重
要
で
あ
る
。
掛
川
ほ
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
の
圏
外
財
源
占

L
t借
入
金
が
あ
る
が
、
之
を
控
除
す
む
と
囲
内
閲
係
の
純
計
は
昭
和

f
八
年
度
に
吉
一
百
三
十
八
億
困
で
あ
り
昭
和
十
九
年
度
に
五
百
二
十
三
億
固
で
あ
る
。

政
府
の
歳
同
義
務
負
婚
は
強
算
に
依
る
を
本
則
と
す
旬
。
の
で
あ
ふ
が
ソ
「
換
算
外
園
庵
白
負
擦
と
在
る
バ
昔
契
約
を
裂
す
る
件
」
に

依
る
歳
出
義
務
負
婚
の
例
外
的
方
法
も
併
用
せ
ら
れ
、
議
算
と
共
に
議
曾
の
協
殺
を
得
る
凸
を
例
と
し
て
ゐ
る
。
昭
和
十
九
年
度
。

我
図
の
財
政
に
於
て
も
預
算
の
外
比
珠
算
外
契
約
を
併
せ
考
究
せ
ね
ば
た
ら
な
い
。

第
六
十
巻

J 
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、
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一-

司令昏

弓r

寸a

第
三
昭
和
十
、
九
年
度
の
歳
入

ん
昭
和
十
九
年
度
強
算
の
主
要
財
源
は
公
債
収
入
と
租
税
牧
入
!
と
で
あ
る
が
可
戦
時
財
政
の
常
兵
」
L
て
公
債
財
源
の
げ
合
同
山
目
立
合

て
大
在
る
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
。
租
税
収
入
百
二
十
七
億
闘
忙
針
し
公
債
牧
入
三
百
三
十
七
億
闘
で
あ
る
か
ら
租
税
収
入
劉
公
債
坂

入
は
一

O
O針
二
京
五
と
云
ム
割
合
を
示
し
て
ゐ
る
。

昭
和
十
九
年
度
会
僚
委
付
議
定
額
は
、
交
付
公
債
を
除
外
し
て
、
三
百
三
十
七
億
八
千
五
百
寓
闘
に
上
る
。

， 

旬、 h

一
般
合
計
と
し
て
は

宗
十
億
八
千
九
百
寓
悶
(
震
災
帯
後
百
億
、
道
路
公
筒
、
歳
入
補
堺
、
債
)
を
抽
出
行
L
、
朝
鮮
納
怪
府
、
事
欄
間
総
一
崎
町
府
、
政
府
山
件
費
、
通
信

事
業
‘
ザ
岡
織
泣
の
各
特
別
合
詐
忙
於
て
十
六
億
八
千
八
百
高
風
白
強
行
を
議
定
し
、
開

S
E合
計
す
る
正
七
十
七
億
七
千
円
官
寓

闘
を
及
品
。
最
も
多
額
を
占
め
る
JD
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
の
財
源
と
た
右
公
債
で
あ
っ
て
一
一
宵
六
十
億
七
百
寓
闘
に
上
る

F

明
和
十
八
年
度
の
公
債
後
行
珠
定
額
は
一
一
百
十
八
億
七
千
九
百
寓
園
、
で
あ
っ
た
か
ら
、
昭
利
十
九
年
度
め
俊
行
強
定
額
は
前
年
笈

よ
り
百
ト
十
九
億
関
以
上
婚
す
課
で
あ
る
。
犬
東
亜
戦
争
干
の
公
債
務
行
方
法
は
日
本
銀
行
引
受
を
巾
心
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
貯
唱
曲
奨

励
に
よ
る
公
債
の
間
接
消
化
を
は
か
る
旦
占
が
重
要
で
あ
る
。

、
昭
和
ヤ
九
年
度
の
租
税
牧
入
預
算
は
百
一
一
十
七
億
闘
で
あ
る
。
支
那
事
務
勃
議
以
来

J

毎
牟
例
外
友
ぐ
増
税
を
行
っ
て
ゐ
る
が
、

昭
和
十
九
年
度
の
増
税
は
劃
期
的
白
も
也
で
あ
つ
だ
。
初
年
度
「
一
十
二
億
八
千
徐
寓
圏
、
平
年
度

A-干
丘
億
七
予
徐
寓
閣
の
増
税
で

あ
お
。
ど
れ
に
州
問
草
値
上
げ
忙
よ
る
増
収
を
加
へ
る
と
平
年
度
一
一
一
ト
億
園
甲
子
、
の
増
徴
と
・
及
、
ゐ
。
盟
吉
増
税
中
で
煉
草
の
値
よ
軒
刊

相
川
先
づ
符
は
れ
、
次
に
物
品
税
、
♂
遊
興
飲
食
税
、
入
場
税
、
特
別
行
潟
税
の
四
税
は
新
年
疫
を
ま
た
や
附
和
十
九
年
ご
月
十
六
日
よ

り
階
徴
せ
ら
れ
た
。
所
得
税
、
法
人
税
、
特
別
法
人
税
、
瞥
諜
税
、
臨
時
利
得
税
、
一
配
齢
利
子
特
別
税
・
地
租
、
家
屋
税
、
相
続
税
、

沼
行
続
一
、
設
鍛
税
、
府
税
、
清
涼
飲
料
開
問
一
砂
糖
消
費
税
‘
織
物
消
費
税
J
庚
台
校
、
一
骨
牌
税
、
印
紙
税
白
十
八
税
の
一
明
徴
は
四
月
、

ピ錦一
J

一
、
一
}
一
誠
一
九

ー島

大
東
亜
戦
争
下
町
岡
家
財
政

、

、

.

静
六
十
巻

九

ー

也

、
、九
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式

東

部

職

事

下

町

岡

家

尉

政

第

六

+

巻

一

σト
第
一
三
一
、
直
一
蹴
胆

一
一
日
を
ま
っ
て
施
計
せ
ち
れ
る
E
と
と
た
づ
た
J

筒
ほ
と
れ
と
同
時
に
臨
時
租
税
措
置
法
、
所
得
税
法
人
税
内
外
地
問
渉
法
、
図
庫

詠
問
納
納
合
端
数
計
算
法
、
納
税
施
設
法
、
一
一
園
民
貯
割
前
組
合
法
、
間
接
関
税
犯
則
者
鹿
凡
打
法
1

明
治
四
十
年
法
律
第
二
十
}
一
興
地
方
一
一
、

話

、、
品
川
三
輿
税
法
の
改
距
が
行
ほ
れ
・
売
の
で
あ
る
。
一

f

昭
和
十
九
年
度
の
関
税
収
入
ぼ
百
ご
土
七
億
千
八
百
寓
闘
で
あ
っ
て
、
庖
榛
税
七
十
三
億
八
千
二
百
高
圏
、
同
接
続
阻
十
入
信

f
A

一 J

R

-
百
寓
国
為
そ
の
他
五
億
二
千
六
百
南
風
ち
分
類
す
ら
れ
て
ゐ
る
。
比
の
分
類
に
綻
び
園
積
牧
入
総
額
陀
封
L
各
税
が

E

占
め
る
割
合
を

e

，
 

一
一
市
見
る
と
、
直
接
競
売
八
%
?
問
民
税
三
八
%
、
そ

ρ
他
四

M
で
あ
る
。
直
接
税
、
間
接
税
、
J

そ
の
他
は
次
の
如
ぐ
随
分
せ
ら
れ
て
ゐ

、

ル

品

。

一

一
匹
接
被
(
所
得
税
、
法
人
税
、
特
別
法
一
人
税
、
臨
時
利
得
税
、
配
常
利
子
怯
別
税
、
相
縮
穂
、
鮪
悟
税
、
地
祖
、
衆
田
監
視
、
替
業J

一
穂
)

間
接
税
(
酒
税
、
清
掠
飲
料
税
、
砂
糖
消
費
税
、
織
物
消
費
税
、
物
品
穂
、
遊
具
飲
食
穂
、
特
別
符
矯
穂
、
閥
税
、

F

専
貿
局
盆
金

角

， 

O 

~ ，--." 

~，〆

' 
〆

人

燃

料

局

経

金

)

'

仁

ぞ

の

他

違

穂

、

取

引

所

取

引

税

、

富

豪

華

税

二

迎

謡

、

入

語

、

電

霊

謀

、

零

時

馬

券

売

官

、

印

い

紙
牧
入
)
、
ー

ト
司
此
の
介
類
は
財
政
閥
申
者
。
枇
得
税
、
流
通
税
、
消
費
税
O
分
類
と
犬
樫
に
於
て
吻
合
し
て
ゐ
る
。
即
ち
直
提
税
が
耽
得
税
わ
営
る

多

「
己
主
い
に
つ
い
て
は
問
題
が
在
い
、
そ
し
.ru
閥
穣
税
比
大
際
医
於
で
消
費
税
に
営
り
、
更
に
そ
D
征
は
火
般
に
於
て
流
活
税
と
な
る
の

へ
で
一
あ
る
U

但
し
、
そ
の
他
陀
加
へ
ら
れ
で
わ
る
入
場
税
は
寧
ろ
消
費
税
民
局

ι、
間
接
税
陀
加
へ
~
ら
れ
て
ゐ
る
物
市
税
、
特
別
行
錫
'

唱

す

ノ

ー

ボ一 、町

.~ "':，:-'-~ 

4・、

拍
怖
は
流
遇
税
民
間
胤
す
ぺ
昔
-
も
の
で
あ
る
。

t事

‘ / 

6持
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昭
和
十
九
年
度
の
岡
殺
を
収
入
金
額
。
犬
、
小
O
順
序
炉
膝
巴
配
列
す
る
と
第
一
控
表
を
得
る
D
で
あ
る
。

僚

主

表

昭

和

十

九

年

度

の

主

要

因

拐

枚

入

額

/

!

一

事
問

F

一

(

…

，

予

円

‘

、

平

岡

傍

一

J

所

、

得

税

呂

、

A

宝
、
凡
さ
一
停
十
巴
温
行
税
-
一
四
一
、
失
早
↓
俸
-
十
F

九
曜
引
、
出
削
・
寝
言
、
三
同

信

=

臨

時

利

得

強

】

一

d
回
九
三
百
一
第
十
一
砂
精
消
費
税
-
量
、
一
歪
一
時
時
三
f

電

気

瓦

J

斯

務

f

豆
、
呈
-

4

第
い
ヨ
特
別
骨
計
指
金
受
入
一
、
安
司
会
=
二
第
'
十
二
入
場
軸
二
-
一
J
月
九
↓
傍
二
十
J

一

騎

官

話

=

五

回

同

静

岡

揖

A

粧
)
一
、
一
正
豆
、
回
昌
三
億
ム
ア
三
相
積
一
積
一
口
岡
、
金
四
一
健
三
十
二
開
一
、
樹
、
一
口
日
記
主
，

第

五

調

積

一

、

2λ
、
一
量
一
一
第
十
四
特
別
行
鵠

F

軸
型
、
宮
占
↓
傍
ニ
ヤ
三
間
常
利
手
特
別
税
一
ぺ
一
回
口

、

第

六

物

品

一

税

一

、

口

豆

、

豆

一

三

静

十

号

家

屋

積

一

白

白

i
A
Z
A

一
傍
ご
十
四
鏑
瞬
.
~
税
'
占
、
冥
A

i

瞳

F

七
事
典
飲
食
積
友
人
、
一
単
一
策

+
A
m

地

担

夫

」

茜

↓

第

二

十

五

有

償

諮

穿

移

韓

知

占

4
4突

一倍

1

臨
時
物
消
a

費
抗
一
君
、
主
ニ
第
十
七
'
荷
掠
飲
料
税
一
耳
、
λ
袋
一
、
第
三
士
(
建
、
築
税
。
園
、
主
人

体

、

五

替

、

業

動

F

一
回
園
、
八
八
千
一
第
十
八
特
別
法
、
人
喚
豆
、
呉
A

一
第
二
十
も
~
局
，
歩
一
一
続

J

A

口町

♂
今
我
が
岡
税
の
中
明
、
最
も
重
要
注
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
の
は
所
得
税
で
あ
っ
て
三
十
八
億
園
の
牧
太
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
し
か
し
所

i

得
税
は
分
類
所
得
税
主
綜
合
所
得
税
E
Z
Z
り
一
段
る
個
人
所
得
税
で
あ
守
て
、
賓
質
的
に
見
で
法
人
所
得
税
K
腐
す
べ
昔
法
人
税
、
特

別
法
人
税
を
之
に
札
へ
る
圭
所
得
税
収
入
ば
四
十
九
億
七
千
九
百
寓
園
忙
健
ず
る
。
更
に
臨
時
利
得
税
、
配
営
利
子
特
別
税
を
も
加
、

F

4

4

 

算
子
十
日
と
貨
に
七
十
億
固
を
超
え
切
符
勃
京
続
。
租
税
収
入
が
図
税
牧
入
納
額
の
五
割
五
分
を
占
1
1
5
白
で
あ
る
。
所
得
税
系
統
の

租
殺
に
吹
い
で
き
嬰
紅
白
は
特
別
舎
音
訴
合
長
一
入
{
煙
車
専
裂
が
中
心
)
十
五
億
園
、
酒
税
十
時
市
岡
、
、
物
品
税
ず
億
岡
、
遊
興
飲
食
税
、
市
〆

億
閥
、
合
計
四
十
四
億
闘
で
事
つ
℃
爾
続
投
入
額
D
Z
一
割
五
分
陀
常
呂
α
所
得
税
系
統
白
租
税
と
煩
草
・
泊
刷
物
品
・
遊
興
依
食
陀
九

闘
す
る
租
視
と
を
合
す
‘
弘
一
と
、
閥
税
収
入
繍
額
。
九
割
忙
建
ず
る
白
で
あ
る
内

.・

自シ

ミ
第
四

ι 

4¥  

アζ

東~
亜
戦，
号事、

下
~の

ι一岡

i議
r 政仇昭

耳目

r 十

年
度
の
Hす
政

第
一
三
一
、
一
一
一
蹴

、

第
六
十
巻

一子 i場合ー/

aをt 

x
 

e
 

-

< 

守主



ι膏

， 

穴
東
亜
職
争
下

m
幽
家
財
政

以
上
九
支
那
事
鑓
勃
務
以
来
の
遁
去
八
生
命
白
戦
時
財
政
を
概
括
し
、
特
陪
昭
和
十
介
年
度
換
算
を
中
心
'
と
し
て
大
東
斑
戦
争
下

。
我
が
岡
家
財
政
の
性
格
を
明
確

ιぜ
ん
と
し
た
自
で
あ
っ
た
。
同
和
二
十
年
度
輪
開
算
は
昭
和
十
九
年
度
換
算
と
之
を
比
較

ι、一

般
合
計
舵
於
て
七
十
一
億
闘
増
の
一
一
宵
八
十
九
億
闘
で
あ
る
e

弐
に
一
般
曾
計
と
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
と
り
純
計
比
於
て
こ
百
六

千
=
語
悶
撒
白
千
三
十
八
億
悌
と
た
り
、
そ
白
中
か
ら
園
外
併
λ
金
を
差
引
〈
ゐ
百
八
十
億
悶
増
の
七
百
十
億
闘
に
上
る
。
己
主
附

f

寸
法
闘
す
べ
き
は
臨
時
寧
事
費
特
別
合
計
の
追
加
漁
鎮
で
あ
っ
て
、
支
那
事
務
が
勃
裂
し
て
か
ら
第
八
十
五
岡
帝
国
議
合
ま
せ
陀
成
立

ル
し
た
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
預
算
白
累
計
が
千
一
二
百
七
十
↓
他
国
噌
あ
ヴ
た
の
が
J

今
度
は
ぷ
百
五
十
億
闘
が
加
は

O
Rた
め
一
躍

「
じ
て
二
手
二
百
二
十
徳
闘
の
累
計
正
取
っ
た
4
0

一
郎
ち
臨
時
軍
事
費
は
過
去
八
年
間
比
支
山
じ
た
経
費
の
約
六
削
二
分
比
首
る
金
額
を

昭
和
二
十
年
度
旬
年
聞
に
支
出
す
る
と
一
古
ふ
京
前
忙
な
っ
て
ゐ
る
。
時
局
。
軍
大
化
を
知
る
べ
ま
で
あ
る
。
己
れ
は
第
八
十
六
同
帝

岡
議
曾
で
協
賛
せ
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
プ
一
般
曾
計
換
算
I
E
特
別
合
計
報
算
ム
」
の
雨
者
を
通
じ
遁
加
殻
算
が
提
問
せ
ら
る
-

ぺ
〈
‘
歳
出
方
面
は
荷
官
の
膨
脹
十
見
る
己
主
ム
」
考
へ
下
り
れ
る
a

歳
入
荷
陀
日
E
糊
歩
る
。
昭
和
三
十
年
度
の
公
債
護
行
強
定
幅
削
は
前
年
度
陀
比
し
百
二
十
二
億
悶
増
の
四
胃
六
千
億
闘
で
あ
る
a

、
租
積
牧
入
は
前
年
度
よ
り
主
主
二
倍
園
増
の
百
六
十
億
闘
で
4

あ
る
。
租
税
収
入
封
公
債
牧
入
周
削
合
ぽ
一

(
U
O
劃
一
一
一
七
七
と
左
り
、
、

・
公
債
牧
入
の
占
め
る
割
合
が
前
年
r
長

よ

り

温

か

に

大

と

な

っ

て

ゐ

る

。

角

、
昭
和
二
十
年
度
の
貌
算
の
貴
行
に
営
り
注
叶
ず
e
へ
き
は
情
勢
の
緊
迫
化
が
周
政
に
及
ぼ
し
且
つ
物
慨
に
興
ム
呂
影
響
で
あ
り
、
，
同

時
に
物
憤
D
騰
貴
が
財
政
に
た
ぽ
ず
影
響
で
あ
る
。
所
得
税
系
統
、
の
租
税
と
煙
草
・
沼
・
〕
物
品
・
拍
車
興
飲
食

oh程
一
枕
と
を
恥
心
と
す

る
我
が
租
税
制
皮
は
情
勢
の
緊
迫
化
に
件
び
教
定
D
収
入
を
あ
げ
注
い
白
で
あ
る

Q

直
接
税
方
商
に
は
一
戦
時
災
害
減
免
法
が
一
円
は

γ

れ
、
間
接
税
方
同
に
は
燃
料
闘
策
と
災
害
関
係
が
あ
り
、
い
づ
れ
も
自
然
減
収
内
相
生
宇
る
の
を
売
れ
な
い
の
で
あ
る
6

現
忙
第
八
十

第
六
十
愈

第
一
コ
ゴ
=
一
説

ー

弓.'

‘' 

4>. 

一
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七
同
府
図
議
舎
に
於
て
戦
時
緊
念
措
世
訟
が
通
過
し
「
税
制
の
適
正
化
L

が
行
は
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
R
却
も
川
得
税
共
他
各
枕
の
徴
税

。
簡
素
化
を
は
か
る
と
共
民
、
問
常
利
ヂ
特
別
税
、
有
償
諮
問
家
移
轄
税
、
建
築
税
、
電
気
瓦
斯
税
、
印
紙
税
、
庚
台
税
、
'
馬
券
税
の

枇
税
が
停
正
せ
ら
れ
ん
司
と
し
て
ゐ
る
。
他
方
、
歳
出
方
而
に
は
戦
時
災
害
牝
闘
越
し
各
種
。
粧
品
耳
が
~
支
出
せ
ち
れ
、
共
D
或
る
も
り

は
生
産
的
支
出
に
岡
山
し
て
ゐ

Z
が
共
四
大
部
分
は
消
費
的
支
川
の
性
質
を
有

ιて
ゐ
る
♂
戦
時
災
害
関
係
四
絞
殺
の
支
問
が
胸
債
比

句
、

及
ぼ
す
影
響
を
特
に
慎
重
に
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
昭
和
二
十
年
度
強
算
を
管
行
ず
る
に
散
り
租
税
収
入
の
減
少
と
経
費
。
膨
脹
し
ι
、

が
必
然
的
に
起
る
も
、
D
v
三
ιJ
れ
一
ば
、
拍
即
算
闘
に
現
は

1
て
ゐ
輪
以
上
に
笠
岡
敬
一
ふ
の
方
而
忙
章
一
知
が
世
か
れ
る
し

ι?と
た
り
、

J

物
倒

劃
策
は
い
い
よ
い
よ
重
要
と
危
る
。

、
大
事
現
戦
争
下
り
同
家
財
政
も
昭
和
十
九
年
度
強
算
在
全
る
過
去
八
年
聞
は
支
那
事
鑓
勃
議
以
来
の
軌
道
を
可
及
り
忠
貨
に
歩
ん

だ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
昭
和
十
二
年
度
財
政
に
つ
い
て
は
謙
算
が
定
あ
た
軌
道
を
厳
守
す
る
荘
詳
述
れ
や
之
が
逗
瞥
に
設
り
本
4
A

D
含
み
を
官
た
せ
る
必
一
要
が
あ
る
。
特
に
重
裂
た
の
は
戦
時
災
害
に
謝
L
支
出
せ
る
経
費
が
物
債
闘
に
如
何
に
影
響
す
る
か
σ
又
物

慣
騰
貴
が
昭
利
二
十
年
度
諜
算
白
費
行
に
逆
に
如
何
に
影
響
ナ
も
か
の
問
題
で
6
5
0
リ
要
す
る
に
支
那
事
蛸
艇
が
始
ま
っ
て
か
ら
過
去

八
年
聞
の
大
東
亜
戦
争
下
白
財
政
は
昭
和
十
九
年
度
旗
第
を
時
機
と
し
て
新

L
t措
想
に
よ
り
肉
強
す
ベ
-
き
で
あ
る
。

財
政
上
D
新
構
想
と
は
何
ぞ
や
。
例
を
組
税
院
と
る
。
大
東
亜
戦
争
下
む
租
税
政
策
は
昭
和
十
五
年
に
行
は
作
た
「
中
央
地
方
に

通
事
る
税
制
の
根
本
的
改
疋
』
の
一
軌
道
の
土
を
歩
み
昭
和
十
九
年
度
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
昭
和
二
十
年
度
に
入
る
や
租

J

4

 

税
客
照
h

課
枕
物
件
ヌ
租
税
主
剛
阻
(
納
曲
者
、
と
捨
税
者
)
、
徴
税
機
関
(
懇
曹
関
慌
の
官
会
晴
、
官
位
吏
〉
が
可
k
h
b
の
同
盟
化
を
受
け
、
租
税
政

策
も
従
来
と
は
還
っ
た
軌
道
を
走
晶
ね
ば
な
ら
友
《
な
っ
た
の
で
あ
る
ー
タ
ぐ
と
主
昭
和
十
五
年
泊
改
疋
に
た
る
税
制
白
軌
道
告
白

、-tL
で
は
殺
に
瓦
た
紅
〈
た
っ
た
。
我
園
の
租
税
制
度
は
所
得
税
を
中
心
と
す
る
収
得
税
白
叫
に
建
っ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
か
ら
予

。
大
東
亜
掛
争
Tr
白
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財
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v
k東
亜
酬
刑
事
下

i
ぷ
財
政
、

J

紫

式

十

金

石

俸

一

泊

二

、

E
m
-
-
W
U
1
、

一
勧
じ
い
軌
道
主
玄
つ
で
品
事
ら
牧
得
税
の
芳
雨
か
ら
考
ヘ
ら
れ
る
白
で
る
σ

所
得
税
の
中
で
ほ
綜
合
所
得
税
が
共
の
機
能
を
減
巳
て
J
f

来
た
か
ち
租
税
収
入
申
重
要
部
分
対
専
ら
分
類
所
朝
刊
殺
の
時
惑
比
之
を
仰
ぐ
ベ
昔
で
あ
る
。
惑
に
分
類
所
得
税
当
法
人
税
占
営
業
税

と
を
併
せ
考
へ
収
得
税
閥
系
の
金
憾
の
整
備
が
問
樹
、
ζ

在る一
0

4

明
化
各
税
の
賦
課
徴
牧
白
方
一
法
で
あ
る
が
情
勢
の
醐
型
化
が
著
し
〈
物
一

慣
が
騰
貴
mr勢
を
示
し
て
ゐ
る
今
臼
凡
於
て
は
「
時
の
要
素
陀
淀
川
分
の
考
慮
を
排
ふ
必
要
が
あ
お
。
-
過
去
由
貿
績
に
基
合
一
年
遜
れ
位

課
税
サ
る
賦
課
課
税
白
方
法
院
何
と
し
て
も
時
代
遅
れ
で
あ
る
o
ー
そ
の
代
目
一
忙
今
日
の
所
得
に
謝
し
て
今
日
天
引
し
℃
課
税
す
る
所

白
源
泉
課
税

ρ方
訟
を
大
幅
に
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
一
更
に
勝
来
比
徴
収
す
べ
き
租
税
を
前
以
て
支
挑
は
じ
め
る
方
法
を
も
考
ぷ

J

a

i
へ
怠
で
る
る
。
戦
時
緊
急
措
置
法
一
む
つ
税
制
の
越
正
化
」
の
内
容
を

E
の
程
度
ま
で
撹
張
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
政
治
的
め
/
考
慮
が
必

要
で
あ
る
が
、
財
政
心
新
事
態
忙
脚
臆
ず
る
た
め
に
は
大
幅
の
改
E
を
漣
か
に
賀
行
に
う
つ
晶
子
必
要
が
あ
る
。
現
貨
を
遊
離
し
た
獄
、

主
的
を
一
日
で
も
永
に
回
世
守
す
る
白
は
財
政
を
決
戦
よ
可
取
残
ず
結
果
と
た
る
。
要
す
る
忙
、
大
東
亜
戦
争
下
の
財
政
は
昭
和
1
九
年

・1

度
お
境
目
と
し

τ相
官
角
度
の
念
特
同
を
は
か
る
と
と
と
た
ら
う
沿
そ
し
て
戦
時
緊
念
情
理
法
が
共
由
設
闘
を
官
た
寸
の
で
あ
る
ロ
よ

成
脚
立
地
正
人
司
は
、
我
一
同
現
時
田
物
一
償
騰
貴
が
第
」
次
官
界
犬
戦
後
の
相
還
の
物
僚
主
同
じ
足
取
り
七
歩
ま
ん
と
し
て
ゐ
，
る
と
と

」
を
指
摘

L
て
ゐ
る
。
除
時
軍
事
費
特
別
合
計
を
中
心
と
ず
る
財
政
の
膨
脹
一
晩
物
煩
の
騰
貴
を
犯
ー
ヤ
一
物
僚
の
騰
貴
が
逝
巨
財
政
の
膨

脹
訟
促
す
と
云
み
の
で
あ
.
る
o-
泊
貨
膨
肢
と
物
情
際
費
止
の
論
統
環
位
殿

ι之
を
馨
し
め
ね
ぽ
在
伝
鼠
。
そ
し
で
本
問
題
を
解
決
す

る
に
は
、
図
民
経
怖
の
寅
相
を
充
分
に
把
援
し
共
む
基
盤
田
川
目
上
位
昭
和
二
十
年
度
強
算
を
賀
行
吃
ね
ば
怠
ら
色
。
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